
大野城市高架下等整備・運営事業 

指定管理基本協定書 

（案） 

【再公告】 

大野城市 

令和５年７月 

（公表版） 



1 

大野城市高架下等整備・運営事業指定管理基本協定書 

１ 事 業 名 大野城市高架下等整備・運営事業

２ 事 業 場 所 要求水準書「第 1. 総則」【対象施設位置図】に示す場所

３ 履 行 期 間 令和９年 4月 1日から令和 24年３月 31日まで

大野城市（以下「甲」という。）と指定管理者として●及び●で構成される共同企業体（以

下「乙」という。）とは、高架下広場・公園、高架下遊歩道、高架下駐輪場、高架下多目的

施設、歩行者用シェルター及びその他公共施設（以下「対象施設」という。）の開館・供用

開始準備業務、総括管理業務、維持管理業務、運営業務及びにぎわい創出事業等実施業務

（以下個別に又は総称して「本業務」という。）に関して、次の契約条項のとおり指定管理

基本協定（以下「本指定管理協定」という。）を締結する。なお、本指定管理協定で用いる

用語の定義は、特に本指定管理協定で定義されている用語を除き、甲、乙、●、●及び●が

締結した令和６年１月●日付大野城市高架下等整備・運営事業基本契約書別紙１の定義集

のとおりとする。

本指定管理協定を証するため、本書を２通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、甲

及び乙の代表企業が各１通を保有する。 

令和８年３月●日 

「甲」 大野城市曙町二丁目２番１号 

福岡県大野城市 

      大野城市長 井 本  宗 司 

       （指定管理者） 

「乙」 ［●共同企業体］ 

(共同企業体代表企業) 

[住所] 

[企業名] 

[代表者] 

(共同企業体構成員) 

[住所] 

[企業名] 

[代表者] 
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（本指定管理協定の目的） 

第１条 本指定管理協定は、甲と乙が相互に協力し、対象施設を適正かつ円滑に管理及び

運営するために必要な事項を定めることを目的とする。 

（指定管理者の指定の意義） 

第２条 甲及び乙は、対象施設の管理に関して、甲が指定管理者の指定を行うことの意義

は、民間事業者たる乙の能力を活用することで、市民及び地域住民に対する行政サービ

スの効果及び効率を向上させ、もって地域の福祉の一層の増進を図ることにあることを

確認する。 

（公共性等の趣旨の尊重） 

第３条 乙は、●条例（令和●年条例第●号。以下「条例」という。）第●条に規定する対

象施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び本業務の実施に当たって求められる公

共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。 

２ 甲は、本業務が指定管理者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重

するものとする。 

（信義誠実の原則） 

第４条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って本指定管理協定を

誠実に履行しなければならない。 

２ 甲及び乙は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、条例、規則その他関係法令を遵守

し、本指定管理協定、年度協定（第 13 条に定義する。）及び要求水準書等に従って本業

務を実施しなければならない。 

（管理物件） 

第５条 本業務の対象となる物件（以下「管理物件」という。）は、管理施設と管理物品か

らなる。 

２ 乙は、善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理するとともに、常に良好な状態

に保たなければならない。 

（指定期間） 

第６条 甲が乙を指定管理者として指定する期間は、令和９年４月１日から令和 24 年３月

31 日までとする。 

（会計区分） 

第７条 本業務に係る会計区分は、毎年４月１日から翌年３月 31 日までとし、独立した区

分経理を行わなければならない。 

（本業務の範囲） 

第８条 乙が実施する本業務の範囲は、次の業務とする。 

(1) 開館・供用開始準備業務 

(2) 総括管理業務 

(3) 維持管理業務 
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(4) 運営業務 

(5) にぎわい創出事業等実施業務 

(6) その他、対象施設の管理及び運営に関して甲が必要と認める業務 

（甲が行う業務の範囲） 

第９条 次の業務その他本指定管理協定及び要求水準書等において甲が自らの責任と費用

において実施することとされている業務については、甲が実施するものとする。 

(1) 対象施設の目的外使用許可 

(2) 不服申立てに対する決定 

(3) 甲が直接実施すると判断した対象施設の整備、修繕等の業務 

（業務実施条件） 

第 10 条 甲が乙に対し求める本業務の内容及び水準は、本指定管理協定に定めるもののほ

か、要求水準書等に示すとおりとする。 

 （要求水準書等の変更） 

第 11 条 甲及び乙は、本指定管理協定締結後に要求水準書等の変更の必要性が生じたとき

は、双方による協議を行うものとし、双方が合意した場合は、要求水準書等を変更するこ

とができる。 

 （業務範囲及び業務実施条件の変更） 

第 12 条 甲又は乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知を以って第８条で定めた

本業務の範囲及び第 10 条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。 

２ 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。 

３ 業務範囲又は業務実施条件の変更及びそれに伴う維持管理等業務費の金額の変更等に

ついては、前項の協議において決定するものとする。なお、業務範囲又は業務実施条件の

変更に伴う損害、損失増加費用の負担については、当該変更を甲が求めた場合には甲が

負担し、乙が求めた場合には乙が負担するものとするが、不可抗力による場合には第 36

条の規定に従う。

（本業務の実施） 

第 13 条 乙は、本指定管理協定及び甲と乙が指定期間中の会計区分年度毎に締結する対象

施設の管理に関する年度協定（以下「年度協定」という。）、並びに法及び条例等の関係法

令のほか、要求水準書等及び事業計画書に従って本業務を実施するものとする。 

２ 本指定管理協定及び要求水準書等の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本指定管理協定、

基本契約、募集要項、要求水準書、募集要項等に対する質問及び回答書並びに提案書類の

順にその解釈が優先するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、提案書類にて要求水準書を上回る水準が提案されている場

合は、当該部分については、提案書類に示された水準によるものとする。 

４ 乙は、要求水準書等に基づき、本指定管理協定の締結日以降、指定期間の開始日に先立

ち実施する必要のある本業務を実施するものとする。
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（開業準備） 

第14条 乙は、指定管理開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、

必要な研修等を行わなければならない。 

２ 乙は、必要と認める場合には、指定管理開始日に先立ち、甲に対して管理施設の視察を

申し出ることができるものとする。 

３ 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出

に応じなければならない。 

（第三者による業務の実施） 

第 15 条 乙は、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、

要求水準書等の規定に基づく場合、又は事前に甲の承認を得た場合はこの限りではない。 

２ 乙は、前項ただし書の規定に基づき本業務の一部を第三者へ委託、又は請け負わせる

場合は、すべてを乙の責任において行うものとし、当該第三者に対し、本指定管理協定に

定める義務を負わせるものとする。 

（管理施設の維持保全等） 

第 16 条 対象施設の修繕及び更新については、要求水準書等に従い乙が行うものとし、要

求水準書等で乙が実施するものとされている業務以外の改造、増築、改築、大規模修繕に

ついては、甲が自己の費用と責任において実施するものとする。

（緊急時の対応） 

第 17 条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、

乙は速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨

を通報しなければならない。 

２ 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。 

（個人情報等の管理） 

第 18 条 乙又は本業務の全部若しくは一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得

た秘密及び甲の事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に

使用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取消された後においても同様

とする。 

２ 乙は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。）及び大野城市個人情報

保護条例（平成 17 年条例第 35 号。）の規定を遵守し、本業務の実施に関して知り得た個

人情報の漏洩、滅失及び毀損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必

要な措置を講じ、これを維持しなければならない。なお、個人情報の漏洩等の行為には、

大野城市個人情報保護条例に基づく罰則が適用される場合がある。 

３ 乙は、第 15 条第１項ただし書の規定により第三者に本業務の一部を委託、又は請け負

わせる場合で、当該業務の委託を受けた者、又は請け負った者に対して個人情報の取扱

いを再委託する必要がある場合は、当該者に対し、前２項の義務と同等以上の義務を遵

守させるものとする。 

（情報の公開） 

第 19 条 乙は、大野城市情報公開条例（平成 16 年条例第１号。）第 30 条の２第１項の規
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定に基づき、対象施設に関する文書及び法人の業務、財務等に関する資料の積極的な公

開に努めなければならない。 

（管理物品） 

第 20 条 乙は、指定期間中、管理物品の台帳を備え、常に良好な状態に保つとともに適切

に管理するものとする。管理物品に更新又は廃棄等の異動事由が発生した場合は、事前

に甲と協議するものとする。 

２ 管理物品が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、又

は新たな管理物品が必要となった場合は、甲の計画等に基づき甲がその費用を手当てし、

計画的に調達するものとする。ただし、管理物品の性質等により乙が直接調達する方が

効率的と判断できるものについては、甲が交付する維持管理等業務費の範囲で、乙の責

任において調達するものとする。 

３ 乙は、故意又は過失により管理物品を毀損又は滅失したときは、甲との協議により、必

要に応じて甲に対しこれを弁償、又は自己の費用で当該物品と同等の機能及び価値を有

するものを調達しなければならない。 

（乙による備品の調達等） 

第 21 条 乙は、前条第１項に定める管理物品以外の備品等で、本業務を効果的に実施する

ために必要な備品等（以下「自主事業用物品」という。）を、乙の判断により自己の費用

で調達し、本業務の実施のために供するものとする。 

２ 乙は、指定期間中、管理物品と区分して自主事業用物品の台帳を備え、常に良好な状態

に保つとともに適切に管理するものとする。 

３ 自主事業用物品が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場

合は、乙は自己の費用で、当該自主事業用物品を調達するものとする。 

（事業計画書） 

第22条 乙は、要求水準書等に従い、毎年度甲が指定する期日までに事業計画書を提出し、

甲の確認を得なければならない。 

２ 乙は、事業計画書の内容を変更しようとするときは、甲と必要な協議を行った上で、決

定するものとする。 

（業務報告書） 

第 23 条 乙は、要求水準書等に従い、本業務の実施状況等に関して各種業務報告書を提出

し、甲の確認を得なければならない。 

２ 乙は、甲が第 42 条ないし第 44 条の規定に基づいて、年度途中において乙に対する指

定管理者の指定を取消した場合には、指定が取消された日から起算して 30 日以内に当該

年度の当該日までの間の各種業務報告書を作成し、甲に提出しなければならない。 

３ 甲は、乙が提出した業務報告書に基づき、乙が行う本業務の実施状況及び対象施設の

管理状況の確認を行うものとし、必要があると認めるときは、業務報告書の内容又はそ

れに関連する事項について、乙に対して報告又は説明を求めることができるものとする。 
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（モニタリングの実施） 

第 24 条 乙は、別紙１に基づき、自己の責任及び費用で本業務の実施状況等についてモニ

タリングを行わなければならない。 

２ 甲は対象施設の管理の適正を期するため、別紙１に定めるところにより乙による本業

務の実施状況等をモニタリングすることができる。また、甲は乙に対し、本業務の実施状

況及び本業務に係る経理の状況等に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実

地について調査することができる。 

３ 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて、その申出

に応じなければならない。 

（甲による業務の改善勧告） 

第 25 条 前条によるモニタリング等の結果、乙による本業務の実施が要求水準書等の条件

を満たしていない場合は、甲は乙に対して業務の改善を勧告するものとする。 

２ 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。 

３ 乙が前項の改善勧告に従わない場合、甲は乙に対して指定の取り消し、期間を定めて

の本業務の全部または一部の停止を命ずることができる。 

（維持管理等業務費の支払い） 

第 26 条 甲は、本業務遂行の対価として、乙に対し、大野城市指定管理者交付金交付要綱

（平成 18 年要綱第 13 号。）に基づき、維持管理等業務費を支払うものとする。

２ 前項の維持管理等業務費は、指定期間総額●円（消費税及び地方消費税を除く）とし、

交付時期等の詳細については、別途、年度協定で定める。

（維持管理等業務費の金額変更） 

第 27 条 前条において定めた維持管理等業務費は、原則として変更しない。ただし、指定

期間中に賃金水準、物価水準の変動又は法令の変更等やむを得ない理由により当初、年

度協定において合意された金額が不適当となったと認めたときは、甲又は乙は、相手方

に対して通知をもって、その金額の変更を申し出ることができるものとする。 

２ 甲又は乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならないものとし、変更

の要否や変更金額等については、別紙２「維持管理等業務費の改定」に基づき、甲乙協議

の上、決定するものとする。 

（利用料金等の収入の取扱い） 

第 28 条 乙は、条例第●条第●項の規定に基づき、対象施設の利用に係る料金（以下「利

用料金」という。）を乙の収入として、収受することができる。 

２ 前項の規定により乙が収受することができる利用料金は、指定期間内において徴収し

た利用料金とする。 

３ 前各項の規定にかかわらず、指定期間内において還付の申請があった利用料金の還付

については、乙の負担により行うこととする。 

（利用料金の決定） 

第29条 対象施設の利用料金は、乙が、条例第●条第●項に規定する額の範囲内において、

乙が定めるものとし、その決定及び改定については事前に甲の承認を受けるものとする。
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ただし、利用料金の額を同条第１項に規定する額と同額とする場合は、甲の承認を受け

たものとみなす。 

（にぎわい創出事業等からの収入の取り扱い） 

第 30 条 要求水準書等に基づき、対象施設の設置目的及び方針に基づき乙が企画立案し、

甲の承認を得て実施する指定事業により得られる参加者が負担すべき実費の収入は、乙

の収入とする。 

２ 要求水準書等に基づき、乙の独自提案に基づき実施する自主事業によって得られる収

入は、乙の収入とする。

（目的外使用の取扱い）

第 31 条 乙は、要求水準書等に従い、大野城市公有財産規則(昭和 53 年規則第 11 号)第 23

条に定める目的外使用許可を受けること等関係規定を順守したうえで、付帯事業を実施

しなければならない。付帯事業によって得られる収入は、乙の収入とする。 

２ 乙は、前項に掲げる規定を順守したうえで、付帯事業とは別に自動販売機等の設置を

行うことができる。自動販売機等の設置によって得られる収入は、乙の収入とする。

３ 乙は、第１項に定める付帯事業を実施することができなくなった場合、自ら代替企業

を誘致するなどして、付帯事業が継続できるよう最大限努力するものとする。 

（損害賠償等） 

第 32 条 乙は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによっ

て生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めた

ときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。 

（第三者への賠償） 

第 33 条 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場

合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事

由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。 

２ 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について、乙に代わり第三者に対

して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求

償することができるものとする。 

（保険） 

第 34 条 本業務の実施に当たり、甲は建物総合損害保険（火災保険等に類するもの）に付

保しなければならない。 

２ 本業務の実施に当たり、乙が付保しなければならない保険は、次のとおりである。

(1) 施設管理責任保険 

(2) 施設賠償責任保険 

（不可抗力発生時の対応） 

第 35 条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応

措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失又は増加費用を最小限にするよう努力

しなければならない。 
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（不可抗力によって発生した費用等の負担） 

第 36 条 不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失、増加費用が発生した場合、乙は、そ

の内容及び程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。 

２ 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で甲と乙の協議を行

い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。 

３ 不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失、増加費用が発生した場合、当該損害、損失

及び増加費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度にお

いて支払われるべき一事業年度の維持管理等業務費（本協定第 27 条に基づき維持管理等

業務費が変更された場合には、変更前の維持管理等業務費とする。）並びにこれに係る消

費税及び地方消費税の額の合計額の 100 分の１に至るまでは乙が負担するものとし、こ

れを超える額については甲が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払

われた場合、当該損害、損失及び増加費用の額から当該保険金相当額を控除した額の 100

分の１に至るまでは乙が負担するものとし、これを越える額については甲が負担するも

のとする。 

４ 不可抗力の発生に起因して甲に損害、損失又は増加費用が発生した場合、当該費用に

ついては甲が負担するものとする。 

（不可抗力による一部の業務実施の免除） 

第 37 条 前条第２項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施がで

きなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本指定

管理協定に定める義務を免れるものとする。 

２ 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙が

当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を維持管理等業務費から減額する

ことができるものとする。 

（業務の引継ぎ等） 

第 38 条 乙は指定期間終了の３年前に、自ら立案・作成し更新を行った長期修繕計画書に

基づき、甲に、指定期間終了後に必要な工事等について説明を行うものとする。 

２ 乙は、指定期間終了の１年前に、対象施設の劣化状況の点検を行うものとする。点検の

結果、対象施設の整備水準を満たさない部分（施設利用上の問題がない範囲において、指

定期間中の経年劣化は水準未達としない）について、甲に報告を行い、必要な修繕を行う

ものとする。 

３ 乙は、指定期間終了の１か月前に、自らが行った対象施設の劣化状況点検結果及び修

繕結果を反映した最新の長期修繕計画書を、甲に提出し確認を得るものとする。 

４ 甲は、乙から提出された書類及び対象施設を確認の上、書面にて本業務完了の確認を

通知する。 

５ 乙は、本指定管理協定の終了に際し、甲、又は甲が指定する者に対し、円滑かつ支障な

く対象施設の管理業務を遂行できるよう本業務の引継ぎ等を行うとともに、必要なデー

タ等を遅滞なく提供しなければならない。 

６ 前項の引継ぎ等に際し、費用が発生した場合は、乙の負担とする。 

７ 甲は、必要と認める場合には、本指定管理協定の終了に先立ち、乙に対して甲、又は甲

が指定する者による対象施設の視察を申し出ることができるものとする。 
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８ 乙は、甲から前項の申し出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申

し出に応じなければならない。 

（前払金） 

第 39 条 乙は、前条の管理業務の引継ぎ等に当たり、指定期間後の施設利用予約の前払金

を受領している場合は、利用予約者の施設利用に支障が生じないよう努め、その前払金

及び利用申込内容を引き継がなくてはならない。 

（原状回復義務） 

第 40 条 乙は、本指定管理協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に

回復し、甲に対して管理物件を空け渡さなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は管理物件の原状回復は行わずに、

別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を空け渡すことができるものとする。 

（本指定管理協定終了時の備品等の扱い） 

第 41 条 本指定管理協定の終了に際し、備品等の扱いについては次のとおりとする。 

(1) 管理物品については、乙は、甲又は甲が指定する者に対して引き継がなければなら

ない。 

(2) 自主事業用物品については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去又は撤収する

ものとする。ただし、甲及び乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲、又は甲

が指定する者に対して自主事業用物品を引き継ぐことができるものとする。 

（甲による指定の取消し） 

第 42 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取消し、

又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。 

(1) 法令、本指定管理協定（ただし、第 33 条 1 項に違反する場合を除く）又は年度協

定に違反したとき。 

(2) 乙が本指定管理協定に規定する甲の指示に従わないとき。 

(3) 乙が次の各号のいずれかに該当したとき 

ア 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織（以下

「暴力的組織」という。）であるとき。 

イ 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の

役員（役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画している者

を含む。）をいう。以下同じ。）が、暴力的組織の構成員（構成員とみなされる場

合を含む。以下「構成員等」という。）となっているとき。 

ウ 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。 

エ 暴力的組織又は構成員等であることを知りながら、その者と業務の一部を委任し、

又は請け負わせる契約等を締結したとき。 

オ 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目

的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 

カ 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 

キ 役員等が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的

若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利
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用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供

与したとき。 

ク 役員等が暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される

関係を有しているとき。 

(4) 乙が自らの責めに帰すべき事由により、本業務を継続することが適当でないと認め

るとき。 

２ 前項の規定により指定を取消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止

を命じた場合において、乙に損害が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。 

 （乙による指定の取消しの申出） 

第 43 条 乙は、甲が本指定管理協定及び年度協定上の重要な義務に違反した場合、甲に対

して書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。この場合において、甲がこ

の求めにもかかわらず当該違反を是正しない場合は、乙は甲に対して指定の取消しを申

し出ることができるものとする。 

２ 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。 

 （不可抗力による指定の取消し） 

第 44 条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、

相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。 

２ 前項に定める協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取消しを行う

ものとする。 

３ 前項による指定の取消しによって乙に発生する損害、損失又は増加費用のうち、本業

務の終了に直接必要な費用は、甲が負担することを原則として、甲及び乙の協議により

決定するものとする。

（指定の取消しの効果等） 

第 45 条 第 42 条から第 44 条の規定に基づき、指定管理者の指定が取り消された場合、甲

は指定が取り消された日までに指定管理者が履行した本業務のうち、対応する維持管理

等業務費の未払い部分を実施期間に応じた日割りにて支払う。 

２ 指定管理者の指定の取り消しが、第 42 条に基づく場合、乙は、一事業年度の維持管理

等業務費の 100 分の 10 に相当する額の違約金を市に支払わなければならない。 

３ 前項の場合であって、甲が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、甲

は、かかる超過額について乙に損害賠償請求を行うことができ、甲は第１項に基づく支

払いと上記損害賠償請求権を対等額で相殺することにより決済することができる。 

４ 指定管理者の指定が取り消された場合の本業務の引継ぎ等については、甲と乙の協議

により決定するものとする。

（指定の取消し時の取扱い） 

第 47 条 第 38 条ないし第 41 条の規定は、第 42 条ないし第 44 条の規定により本指定管理

協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合はその限りではな

い。 
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（権利・義務の譲渡の禁止） 

第 48 条 乙は、本指定管理協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承

させてはならない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。 

 （第三者評価） 

第 49 条 指定管理期間の最終年度に大野城市公共サービス改革委員会設置要綱に規定す

る大野城市公共サービス改革委員会において対象施設のサービス評価を行うため、乙は

対象施設において実施する事業の内容について、甲が指定する事業報告書にて甲が指定

する期日までに提出するものとする。 

（本業務の実施に係る指定管理者の口座） 

第 50 条 乙は、本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的として、本

業務に固有の銀行口座等を開設し、その適切な運用を図るものとする。 

 （請求、通知等の様式その他） 

第 51 条 本指定管理協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾又は解除は、本

指定管理協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。 

２ 本指定管理協定の履行に関して、甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 

３ 本指定管理協定の履行に関して、甲乙間で用いる計量単位は、本指定管理協定に特別

の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)の定めるところによる。 

 （解釈） 

第 52 条 甲が本指定管理協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又

は説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき業務の全部

又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。 

（裁判管轄） 

第 53 条 本契約に関する紛争は、福岡地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 

（協定の変更） 

第 54 条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき、又は特別な事情が生じ

たときは、甲乙協議の上、本指定管理協定の規定を変更することができるものとする。 

（疑義についての協議） 

第 55 条 本指定管理協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき、又は本指定管理協

定に特別の定めのない事項については、甲乙双方が誠意をもって協議し、これを別に定

めるものとする。 
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別紙１ 

モニタリング措置要領 

※締結時にモニタリング措置要領を添付する 
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別紙２ 

維持管理等業務費の改定 

(１) 対象となる費用 

対象となる費用は、開館・供用開始準備業務、総括管理業務、維持管理業務及び

運営業務に要する経費とする（以下、「維持管理等業務費」という）。 

(２) 改定内容 

維持管理等業務費の改定内容は、物価変動を対象とする。 

表 維持管理等業務費の改定内容 

対象費用 改定内容 

維持管理等業務費 ・物価変動による改定 

(３) 基準となる指標 

物価変動による、維持管理等業務費の改定に使用する指標は下表のとおりとする。 

表 基準となる指標 

費用 基準となる指標 

維持管理等業務費 

「企業向けサービス価格指数」（日本銀行調査統計局） 

・類別：諸サービス 

※用いる指標がなくなる、又は内容が見直されて本事業の実態に沿わない場合は、その後の

対応方法について市と指定管理者との間で協議して定める。 

※指標は、指定管理者の提案を踏まえて、市と協議により市が認めた場合に限り変更するこ

とも可能とする。 

(４) 改定方法 

維持管理等業務費は、前項の指標に基づき、毎年10 月1 日時点で確認できる直近

1 年間の指標の平均を基にし、以下の計算方法により翌年度4 月1 日以降の維持管

理等業務費を改定する。なお、改定率の絶対値が1.5%未満である場合は、改定を行

わない。 

なお、初回の改定の計算に当たっては、提案書類の提出日の属する月の最新の指

標値を前回改定時の指標とみなす。 

【改定の計算方法】 

Pt＝Px×（Ct／Cx）※１

Pt ： 改定対象の維持管理等業務費（税抜） 

Px ： 前回改定時の維持管理等業務費（税抜） 

Ct ： 改定対象の前年度における10月１日時点で確認できる直近１年間の指標の

平均※２

Cx ： 前回改定時の指標※３

※１（Ct／Cx）で算定される数値を改定率とし、小数点以下第4位未満の端数が生じ

た場合、切り捨てる。 

※２ 10月１日時点で確定値として公表されている直近の月から１年間遡る。 

※３ 前回改定時に使用したCt 


